
  ○常総衛生組合監査委員条例 

昭和６２年３月３日 

常総衛生組合条例第２号 

 

 改正 令和 ２ 年１０月 ６ 日 組合条例第５号  令和 ６ 年１０月 １ 日 組合条例第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２９２

条において準用する法第２０２条の規定に基づき，監査委員に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （監査の通知） 

第２条 監査委員は，法第２９２条において準用する法第１９９条第２項，第４項，第５項

若しくは第７項又は第２３５条の２第２項の規定による監査を行うときは，監査をする日

の７日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。ただし，特別

の事由があるときは，この限りでない。 

 （請求又は要求の監査） 

第３条 監査委員は，法第２９２条において準用する法第７５条第１項，第９８条第２項，

第１９９条第６項及び第７項並びに第２３５条の２第２項並びに第２４３条の２の８第

３項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは，やむを得ない場合を除くほか，

６０日以内に監査を行わなければならない。 

 （出納の検査） 

第４条 法第２９２条において準用する法第２３５条の２第１項に規定する例日は，毎月２

５日とする。ただし，その日が日曜日若しくは休日に当たるとき又は特別の事由があると

きは，この限りでない。 

 （公表等） 

第５条 監査委員の行う告示又は公表については，常総衛生組合公告式条例（昭和３７年常

総衛生組合条例第１号）の例による。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるものを除くほか，監査委員に関し必要な事項は，監査委員が定め

る。 

   附 則 

 この条例は，昭和６２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年組合条例第５号） 



 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（令和６年組合条例第３号） 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 


